
 

 

 

意見公募の実施概要 

名   称 （仮称）紫波町中小企業振興条例の制定について 

概   要 

中小企業を取り巻く環境は、物価高騰や人手不足の影響等により、以

前として厳しい状況に置かれています。このような状況の中、中小企

業の振興に関し、基本となる事項やそれぞれの役割等を定めることに

より、振興を図り、地域経済の発展と町民生活の向上を目的とした条

例の制定を検討しております。 

中小企業は地域経済の担い手であり、その振興は私たち生活の発展に

つながります。みなさまからのご意見お待ちしております。 

閲覧書類 

・（ 条例案                   ） 

・（ チラシ                   ） 

・（                       ） 

閲覧可能場所 

☑ 町ホームページ     ☑ 商工観光課商工観光係（担当課） 

☑ 地区公民館        ☐ ゆいっとサロン（情報交流館） 

☑ 紫波町図書館       ☐ 地域づくり課地域づくり係    

☑ その他（紫波町商工会） 

意見公募期間 令和６年 10月 7 日（月） ～ 令和６年 10月 31 日（木） 

意見の提出方法 

ご意見は、以下の方法でご提出ください。 

・様式は自由、ご住所、お名前は必ずお書きください。 

・町外の方は、在勤、在学など町とのかかわりをお書きください。 

☐ ホームページへの書き込み  ☑ 書面の持参  

☑  郵送            ☑ ファクシミリ 

☑ 電子メール 

意見の提出先 

紫波町役場 産業部 商工観光課 商工観光係 

〒028-3318（住所）紫波町紫波中央駅前 2丁目３－１ 

TEL 019-672-2111 

FAX 019-672-2311 

e-mail kanko@town.shiwa.iwate.jp 
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